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一
、
万
葉
集
巻
第
十
四
の
編
纂
年
代

古
来
、
万
葉
集
の
編
纂
年
代
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
契
沖

の
「
今
此
集
の
前
後
を
見
て
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
思
ふ
に
、
中
納
言
大
伴
家
持
卿

若
年
よ
り
古
記
類
聚
歌
林
家
々
の
集
ま
で
残
ら
ず
こ
れ
を
見
て
撰
び
取
り
、
そ

の
外
む
か
し
今
の
歌
見
聞
に
し
た
が
ひ
、
或
は
人
に
尋
ね
問
ひ
て
漸
々
に
こ
れ

を
記
し
集
め
て
天
平
宝
字
三
年
ま
で
し
る
さ
れ
た
る
が
、
そ
の
後
と
か
く
紛
れ

て
部
類
も
よ
く
と
と
の
へ
ら
れ
ぬ
草
案
の
ま
ま
に
て
世
に
伝
は
り
た
る
な
り
」

（
万
葉
代
匠
記
惣
釈
）
の
説
に
、
万
葉
学
者
の
多
く
が
拠
っ
て
き
た
。
そ
の
時
に

あ
た
っ
て
、
続
日
本
紀
と
い
う
確
実
な
資
料
に
基
づ
い
て
契
沖
の
天
平
宝
字
三

年説をくつがえしたのが、山田孝雄氏の宝亀二年命）以後説であ

る
。
す
な
わ
ち
、
山
田
氏
は
巻
第
十
四
の
国
名
の
配
列
中
、
と
く
に
相
聞
部
に

注
目
し
て
、
「
国
名
の
配
列
を
見
る
に
遠
江
に
は
じ
ま
り
て
、
陸
奥
に
終
り
、
之

を
分
解
し
て
考
ふ
れ
ば
、
東
海
道
は
遠
江
よ
り
、
東
山
道
は
信
濃
よ
り
し
て
東

を
東
歌
の
区
域
と
せ
る
こ
と
略
現
時
の
東
国
方
言
の
区
域
に
一
致
せ
り
。
而
し

万
葉
集
巻
第
十
四
の
蒐
集
者

て
そ
の
配
列
は
東
海
東
山
両
道
の
国
の
順
序
に
一
致
す
る
を
見
れ
ば
、
こ
は
漫

然
と
配
列
し
て
偶
然
に
か
く
な
れ
る
に
あ
ら
ざ
る
を
考
ふ
く
し
。
今
か
く
考
へ

来
る
と
き
は
、
こ
こ
に
こ
の
編
纂
は
宝
亀
二
年
以
後
に
あ
り
と
い
ふ
を
考
へ
ざ

る
を
得
ざ
る
な
り
。
そ
の
故
何
如
と
な
ら
ば
、
今
相
模
と
上
総
と
の
間
に
あ
る

武
蔵
は
ま
さ
に
こ
れ
東
海
道
に
属
し
て
あ
る
こ
と
を
証
せ
る
も
の
と
見
る
べ
き

が
、
武
蔵
は
そ
の
昔
、
東
山
道
に
し
て
東
海
道
に
あ
ら
ざ
り
し
も
の
な
る
を
以

て
な
り
。
武
蔵
国
が
、
東
山
道
よ
り
東
海
道
に
編
入
せ
ら
れ
し
は
実
に
宝
亀
二

年
に
あ
り
と
す
。
続
紀
巻
第
三
十
一
、
宝
亀
二
年
冬
十
月
の
条
に
曰
く
、
『
己

卯
太
政
官
奏
武
蔵
国
錐
し
屈
一
山
道
一
兼
承
二
海
道
一
公
使
繁
多
祇
供
難
し
堪
、
其

東
山
駅
路
従
二
上
野
国
新
田
駅
一
達
二
下
野
国
足
利
駅
一
此
便
道
也
。
而
従
二
上
野

国邑楽郡一経二五箇駅一到一武蔵国一事畢去日、又取一同道一向二下野国一

今
東
海
道
者
従
二
相
模
国
、
夷
参
駅
一
達
二
下
総
国
一
其
間
四
駅
往
還
便
近
。
而

去
レ
此
而
去
レ
此
就
し
彼
損
害
極
多
。
臣
等
商
量
改
二
東
山
道
一
属
二
東
海
道
宛
公
私

得
し
所
人
馬
有
し
息
。
奏
可
』
。
と
：
：
：
こ
れ
を
以
て
、
こ
の
東
歌
の
巻
の
編
次

は
武
蔵
国
が
東
海
道
に
編
入
せ
ら
れ
し
後
に
あ
る
べ
き
は
明
か
な
り
と
す
。
若

江

野

沢

淑

子
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し
宝
亀
二
年
以
前
の
編
纂
と
せ
ば
、
武
蔵
の
位
置
は
、
続
日
本
紀
巻
六
（
和
銅

六年命）五月）同巻二十二（天平宝字三年励）九月）に記せる如く、

上
野
と
下
野
と
の
間
に
あ
る
べ
き
も
の
と
す
。
こ
の
巻
第
十
四
に
採
録
せ
る
歌

は
も
と
よ
り
古
か
る
べ
き
も
の
な
れ
ど
も
、
こ
の
編
次
は
宝
亀
二
年
以
後
な
る

べ
き
こ
と
は
考
へ
ら
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
（
万
葉
学
論
纂
）
と
論
じ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
巻
を
内
容
上
か
ら
見
る
時
、
国
名
の
不
明
な
歌
、
い

わ
ゆ
る
未
勘
国
歌
の
中
に
、
現
在
で
は
国
名
の
判
る
歌
が
数
首
あ
る
点
か
ら
、

歌
の
蒐
集
と
歌
の
分
類
と
の
間
に
、
か
な
り
の
時
間
的
な
隔
り
が
あ
る
と
す
る

説
が
あ
ら
わ
れ
た
。
久
松
潜
一
氏
や
沢
潟
久
孝
氏
の
「
第
一
次
編
纂
と
第
二
次

編
纂
」
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
中
で
も
沢
潟
氏
は
後
の
勅
撰
集
が
撰
定
後
に
切
継

が
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
万
葉
集
も
二
十
巻
が
編
纂
さ
れ
た
後
に
多
少
の
手
が
加

え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
巻
の
歌
を
国
別
に
整
理
し
た
の
は
宝

亀
二
年
以
後
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
二
十
巻
編
纂
以
後
の
こ
と
で
は
な
い
か
と

説
い
て
い
る
。

以
上
、
万
葉
集
巻
第
十
四
の
編
纂
年
代
に
つ
い
て
の
諸
説
を
列
挙
し
た
が
、

と
く
に
山
田
氏
の
宝
亀
二
年
以
後
説
は
、
続
日
本
紀
と
い
う
確
実
な
資
料
に
基

づ
い
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
巻
十
四
は
一
度
の
編
纂

で
成
っ
た
と
見
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
万
葉
集
巻
第
十
四
が
、

一
度
の
編
纂
で
今
日
の
形
に
な
っ
た
か
、
第
一
次
、
第
二
次
編
纂
を
経
て
成
立

し
た
か
と
い
う
問
題
が
起
き
る
。
大
体
、
民
謡
を
編
纂
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

編
纂
者
と
、
民
謡
が
歌
わ
れ
て
い
る
土
地
の
人
と
の
間
に
必
ず
蒐
集
者
を
必
要

と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
次
に
何
時
を
第
一
次
編
纂
と
し
、
何
時
を
第
二
次
編
纂

と
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
私
は
蒐
集
者
が
蒐
集
し
た
時
を
、
第
一
次
編
纂

期
と
見
た
い
。
さ
て
、
蒐
集
者
は
、
蒐
集
し
た
歌
を
、
編
纂
者
の
手
許
に
さ
し

だ
し
、
受
け
取
っ
た
編
纂
者
は
、
あ
る
時
整
理
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
を
第

二
次
編
纂
期
と
す
る
。

い
ま
少
し
具
体
的
に
い
う
と
、
蒐
集
者
は
東
国
民
謡
を
蒐
集
し
、
そ
れ
ら
を

編
纂
者
に
さ
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
編
纂
者
は
、
そ
れ
ら
を
整
理
す
る
に
当
り

ま
ず
万
葉
集
で
も
っ
と
も
普
通
な
編
纂
法
の
雑
歌
・
相
聞
・
挽
歌
の
三
分
類
で

分
け
、
さ
ら
に
特
殊
な
事
情
（
後
述
）
か
ら
、
醤
恥
歌
と
防
人
歌
と
の
部
立
を

立
て
た
。
こ
う
し
て
東
国
民
謡
を
整
理
し
て
い
る
う
ち
に
、
編
纂
者
は
次
の

二
特
色
を
見
出
し
た
。
そ
の
第
一
は
、
そ
れ
ら
の
歌
が
地
名
を
多
く
詠
み
こ
ん

で
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
そ
れ
ら
の
歌
が
東
国
方
言
で
歌
わ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
編
纂
者
は
ど
う
か
し
て
二
特
色
を
生
か
し
て
編
纂
し
た
い
と

思
い
、
そ
の
第
一
工
作
と
し
て
、
す
で
に
編
纂
者
自
身
の
手
に
よ
っ
て
分
類
整

理
し
た
雑
歌
、
相
聞
往
来
歌
・
警
愉
歌
・
防
人
歌
、
挽
歌
の
一
々
の
部
立
を
検

討
し
て
、
国
名
の
判
る
歌
と
、
不
明
な
歌
と
に
分
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時

に
、
編
纂
者
が
用
い
た
国
名
の
分
類
法
は
、
固
有
名
詞
を
含
ん
で
い
る
か
、
否

か
に
か
か
っ
て
い
た
ら
し
い
。
私
見
の
限
り
で
は
、
国
名
の
み
を
表
示
し
て
い

る
歌
は
、
万
葉
集
巻
第
十
四
の
国
名
の
判
る
歌
中
、
一
首
も
な
い
の
で
あ
る
。

、

、

、

、

、

た
と
え
ば
、
国
名
を
表
示
し
た
場
合
で
も
、
「
可
美
都
気
努
伊
可
抱
乃
禰
呂
爾
…

、

、

、

、

、

…」（一茜一三）、「志母都気努安素乃河泊良欲」（壼三）のように、伊可抱

乃
禰
呂
の
位
置
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
の
可
美
都
気
努
と
い
う
国
名
の
表
示

で
あ
り
、
安
素
乃
河
泊
良
を
強
調
す
る
た
め
の
志
母
都
気
努
で
あ
っ
た
。
以
上

の
理
由
か
ら
、
固
有
地
名
を
含
ん
で
い
な
い
歌
は
「
以
前
の
歌
詞
、
い
ま
だ
国

土
山
川
の
名
を
勘
知
る
こ
と
を
得
ず
」
の
下
に
一
括
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
編
纂
者
が
国
名
の
判
る
歌
を
、
東
海
道
・
東
山
道
に
属
す
る
国
で

帝
都
に
近
い
国
か
ら
配
列
し
た
の
で
あ
る
。
帝
都
を
中
心
に
し
た
処
に
、
こ
の

巻
の
編
纂
者
が
都
人
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
編
纂
者
は
、
東
海

道
に
属
す
る
国
と
し
て
、
遠
江
、
駿
河
、
伊
豆
、
相
模
と
配
列
し
て
き
た
が
、
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万
葉
集
の
編
纂
者
に
つ
い
て
古
く
は
大
伴
家
持
と
橘
諸
兄
と
の
両
人
説
が
有

力
で
あ
り
、
神
明
鏡
・
定
家
・
仙
覚
と
承
け
伝
え
て
き
た
が
、
万
葉
集
の
編
纂

者
と
し
て
の
家
持
奏
初
め
て
論
じ
た
の
は
契
沖
で
あ
る
。
ま
た
、
本
居
宣
長

は
「
玉
の
小
琴
一
で
．
一
十
巻
と
も
に
家
持
の
撰
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し

て
江
戸
時
代
か
ら
家
持
を
万
葉
集
の
撰
者
と
す
る
説
が
行
な
わ
れ
て
来
た
が
、

近
代
に
な
っ
て
、
家
持
を
万
葉
集
巻
第
十
四
の
編
纂
者
と
し
て
立
論
し
た
の

は
、
新
村
出
氏
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
家
持
は
東
国
（
宝
亀
中
、
相
模
・
常
陸
）

に
も
赴
任
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
、
東
国
に
は
興
味
を
有
し
た
の
に
違
い
な

い。彼は天平勝宝七年盆）東国防人差遣の時には兵部少輔であっ

て
、
防
人
に
同
情
し
た
長
歌
三
首
も
あ
る
位
で
、
そ
の
上
、
上
古
以
来
の
名
門

大
伴
氏
に
生
れ
て
、
藤
原
一
門
の
権
勢
や
奈
良
の
文
化
に
反
感
は
抱
い
て
も
、

東
国
人
の
素
撲
を
愛
し
、
武
勇
を
嘆
美
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
東
歌
を
採

っ
た
の
は
怪
し
む
に
足
ら
な
い
」
。
（
東
方
言
語
史
叢
考
）
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の

後
、
武
田
祐
吉
氏
か
ら
「
現
行
本
万
葉
集
は
大
伴
家
持
の
撰
に
あ
ら
ず
」
（
上

代
国
文
学
の
研
究
）
と
い
う
間
接
的
な
否
定
論
が
出
て
以
来
、
そ
の
編
纂
者
を

家
持
と
す
る
説
は
暫
く
あ
と
を
断
っ
た
が
、
井
上
通
泰
氏
に
よ
っ
て
、
東
国
方

言
の
面
白
さ
に
好
事
家
が
聞
く
ま
ま
に
書
き
あ
つ
め
た
も
の
を
、
家
持
が
借
り

て
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
見
も
で
て
き
た
。

以
上
の
諸
説
を
参
考
に
し
て
、
私
も
万
葉
集
巻
第
十
四
の
編
纂
者
を
大
伴
家

当
時
す
で
に
武
蔵
は
東
海
道
に
編
入
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
編
纂
者
は
相
模
の

次
に
武
蔵
を
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
武
蔵
国
の
東
海
道
編
入
は
宝
亀
二
年
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
編
纂
者
が
万
葉
集
巻
第
十
四
の
歌
を
整
理
し
た
時
期
、
い
わ

ゆ
る
第
二
次
編
纂
期
は
、
宝
亀
二
年
以
後
と
見
る
の
で
あ
る
。

二
、
万
葉
集
巻
第
十
四
の
編
纂
者

持
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
当
時
の
東
国
が
異
色
異
彩
に
富

ん
で
い
て
、
西
方
人
の
注
目
の
的
で
あ
っ
た
が
、
た
ま
た
ま
家
持
は
兵
部
少
輔

と
し
て
東
国
出
身
の
防
人
た
ち
の
徴
集
に
あ
ず
か
り
、
防
人
た
ち
の
詠
進
歌
を

蒐
録
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
防
人
の
歌
に
潜
む
人
間
性
の
た
く
ま
し
さ
に

驚
き
、
興
味
を
惹
か
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
防
人
の
門
出
に
、
家
郷
の
母

を
慕
い
、
妻
を
恋
う
防
人
の
情
を
人
間
の
真
情
と
し
て
許
容
す
る
と
と
も
に
、

現
実
肯
定
の
人
間
性
の
暹
し
さ
に
惹
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の

歌
を
構
成
す
る
東
国
方
言
に
も
心
魅
か
れ
、
全
部
、
一
宇
一
音
の
用
字
法
を
用

い
て
民
謡
を
う
つ
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
家
持
が
防
人
の
歌
か
ら
東
国
民

謡
蒐
集
を
思
い
つ
い
た
た
め
、
整
理
す
る
に
あ
た
り
、
雑
歌
、
相
聞
、
挽
歌
の

三
部
立
と
な
ら
べ
て
、
と
く
に
防
人
歌
と
い
う
特
殊
な
部
立
を
立
て
た
の
で
あ

ブつ壱つ０以
上
、
万
葉
集
巻
第
十
四
の
編
纂
年
代
と
、
編
纂
者
に
つ
い
て
、
第
一
次
、

第
二
次
の
編
纂
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
。
大
伴
家
持
が
編
纂
者
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
き
た
が
、
こ
の
私
見
は
い
き
お
い
、
万
葉
集
巻
第
十
四
の
歌
の
蒐
集
者
は

誰
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。

所
見
の
限
り
で
は
こ
の
巻
の
歌
の
蒐
集
者
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
し
て
い

る
の
は
、
荒
木
田
楠
千
代
氏
で
、
荒
木
田
氏
は
「
上
野
国
守
田
口
益
人
大
夫
」

を
想
定
し
て
い
ら
れ
る
。
つ
い
で
土
屋
文
明
氏
は
「
上
野
国
歌
と
上
野
国
司
」

（文学昭和十八年五月）で、「田口益人は和銅元年伽）三月に上野

守に任ぜられ、和銅二年伽）十一月に右兵衛府に転じているもの

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
上
野
在
任
の
期
間
は
一
年
半
ほ
ど
で
あ
る
。
東
歌
の
採
集

録
が
和
銅
元
年
の
頃
に
始
め
ら
れ
た
と
い
う
事
は
吾
々
に
は
少
し
く
考
え
に
く

三
、
万
葉
集
巻
第
十
四
の
蒐
集
者



い
…
…
」
と
し
て
、
田
口
益
人
説
を
駁
し
、
「
上
野
国
司
で
万
葉
集
に
関
係
の
あ

別る者を拾えば、益人の他には天平宝字七年耐）四月に任ぜられた

大
原
今
城
以
外
に
見
あ
た
ら
ぬ
。
」
と
二
つ
の
秀
証
よ
り
成
る
大
原
今
城
説
を

立
て
て
い
る
。
そ
の
第
一
の
労
証
は
、
今
城
が
新
古
の
歌
を
伝
諭
し
て
い
る
こ

と
。
第
二
の
考
証
は
、
今
城
は
家
持
と
親
交
が
あ
り
、
万
葉
集
の
終
り
の
方
で

は
今
城
と
家
持
の
親
交
は
ま
す
ま
す
こ
ま
や
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

土
屋
氏
の
大
原
今
城
説
は
、
あ
き
ら
か
に
大
伴
家
持
を
編
纂
者
に
擬
し
て
の
立

論
で
あ
る
。
私
も
こ
の
巻
の
蒐
集
者
を
大
原
今
城
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
以
下

そ
の
理
由
を
挙
げ
よ
う
。

者集

四
、
大
原
今
城
諭

蒐叩大原今城は姓は真人。すなわち、大原真人今城である。万葉集を

餅見ると、オオハラノマヒトを称する人が五人いる。その所載歌の国

巻
歌
大
観
番
号
の
若
い
順
に
従
っ
て
述
べ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

嫉仙オオハラノマヒト（大原真人）

万
②
オ
オ
ハ
ラ
ノ
マ
ヒ
ト
ア
カ
マ
ロ
（
大
原
真
人
赤
麻
呂
）

⑧
オ
オ
ハ
ラ
ノ
マ
ヒ
ト
タ
カ
ャ
ス
（
大
原
真
人
高
安
）

側
オ
オ
ハ
ラ
ノ
マ
ヒ
ト
サ
ク
ラ
イ
（
大
原
真
人
桜
井
）

⑤
オ
オ
ハ
ラ
ノ
マ
ヒ
ト
イ
マ
キ
（
大
原
真
人
今
城
）

以
上
、
五
人
の
大
原
真
人
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

④
大
原
真
入

あ
ら
か
じ
め
君
来
ま
さ
む
と
知
ら
ま
せ
ば
門
に
屋
戸
に
も
珠
敷
か
ま
し
を

（一つ一三）
右
の
一
首
は
主
人
門
部
王
後
大
原
真
人
氏
を
賜
へ
り

①
は
門
部
王
の
こ
と
で
あ
る
。

③
大
原
真
人
赤
麻
呂

仏
前
の
唱
歌
一
首

時
雨
の
雨
間
無
く
な
零
り
そ
紅
に
に
ほ
へ
る
山
の
散
ら
ま
く
惜
し
も
（
三
茜
）

右
、
冬
十
月
、
皇
后
宮
の
維
摩
講
に
、
終
日
大
唐
高
麗
等
の
種
種
の
音
楽

を
供
養
す
。
爾
乃
此
の
歌
詞
を
唱
ふ
。
弾
琴
は
市
原
王
、
忍
坂
王
後
姓
を

賜
へ
る
大
原
真
人
赤
麻
呂
な
り
。
歌
子
は
田
口
朝
臣
家
守
、
河
辺
朝
臣
東
人
、
置

始
連
長
谷
等
十
数
人
な
り
。

以
上
に
よ
っ
て
大
原
真
人
赤
麻
呂
の
前
身
は
、
忍
坂
王
で
あ
る
こ
と
が
分

ブ（》Ｏ⑥
大
原
真
人
高
安

古
歌
一
首
大
原
高
安
真
人
の
作
、
年
月
審
な
ら
ず
。
但
聞
く
時
の
ま
ま

に
こ
こ
に
記
し
載
す

妹
が
家
に
伊
久
理
の
森
の
藤
の
花
今
来
む
春
も
常
か
く
し
見
む
（
一
元
三
）

「
万
葉
集
古
義
人
物
伝
」
に
よ
る
と
、
高
安
王
の
条
に
「
…
…
（
天
平
）
十

一
年
四
月
甲
子
、
詔
日
、
云
々
今
依
レ
所
し
請
、
賜
二
大
原
真
人
之
姓
一
…
…
」
と

あ
り
、
大
原
真
人
高
安
は
、
高
安
王
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

側
大
原
真
人
桜
井

大
原
桜
井
真
人
、
佐
保
川
の
辺
を
行
き
し
時
作
れ
る
歌
一
首

佐
保
河
に
凍
り
渡
れ
る
薄
氷
の
う
す
き
心
を
我
が
お
も
は
な
く
に
（
畠
天
）

右
件
の
四
首
、
（
他
に
円
方
女
王
の
歌
一
首
（
患
君
）
藤
原
夫
人
の
歌
二

首
（
麗
究
・
麗
合
）
あ
り
）
伝
へ
読
み
し
は
兵
部
大
丞
大
原
今
城
。

「
万
葉
集
古
義
人
物
伝
」
に

「
続
紀
に
、
元
明
天
皇
和
銅
七
年
正
月
甲
子
、
授
二
無
位
桜
井
王
従
五
位
下
、

元
正
天
皇
養
老
五
年
正
月
壬
子
、
従
五
位
上
、
聖
武
天
皇
神
亀
元
年
二
月
壬

子
、
正
五
位
下
、
天
平
元
年
三
月
甲
午
、
正
五
位
上
、
天
平
三
年
正
月
丙
子
、
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従
四
位
下
、
契
沖
云
、
二
十
に
、
大
原
桜
井
真
人
、
行
二
佐
保
辺
一
之
時
、
作

歌
、
続
紀
第
十
五
に
、
大
蔵
卿
従
四
位
下
大
原
真
人
桜
井
大
輔
。
か
く
あ
れ

ば
、
後
に
大
原
ノ
真
人
の
氏
姓
を
賜
へ
り
と
見
え
た
り
。
-
｜
と
あ
る
に
よ
り
、
大

原
真
人
桜
井
は
桜
井
王
と
同
一
人
で
あ
る
。

⑤
大
原
真
人
今
城

今
城
自
身
の
歌
は
巻
八
に
一
首
所
載
さ
れ
て
い
る
。

大
原
真
人
今
城
寧
楽
の
故
郷
を
傷
み
惜
し
む
歌
一
首

秋
さ
れ
ば
春
日
の
山
の
黄
葉
見
る
寧
楽
の
京
師
の
荒
る
ら
く
惜
し
も
（
ご
茜
）

が
あ
り
、
巻
廿
に
七
首
（
麗
茎
、
患
芙
、
患
里
、
畠
畠
、
麗
突
、
豐
三
、
豐
宅
）

所
載
さ
れ
て
い
る
が
、
宴
席
で
、
し
ば
し
ば
新
古
の
歌
を
伝
調
し
て
い
る
人
で

あ
る
。
そ
の
伝
記
に
つ
い
て
は
「
万
葉
集
古
義
人
物
伝
」
に
、

「
続
紀
に
、
孝
謙
天
皇
宝
字
元
年
五
月
乙
卯
、
正
六
位
上
大
原
真
人
今
木
授
従

五
位
下
、
六
月
壬
辰
、
為
治
部
少
輔
、
廃
帝
同
七
年
正
月
壬
子
、
左
少
弁
、
四

月
丁
亥
、
為
上
野
守
、
八
年
正
月
乙
已
、
従
五
位
上
、
光
仁
天
皇
宝
亀
二
年
閏

三
月
戌
子
朔
乙
卯
、
無
位
大
原
真
人
今
城
、
復
本
位
従
五
位
上
、
七
月
未
卯
、

為
兵
部
少
輔
、
三
年
九
月
庚
子
、
為
駿
河
守
」
と
あ
る
。
な
お
、
大
原
真
人
今

城
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
大
伴
女
郎
の
歌

雨
障
常
為
る
君
は
ひ
さ
か
た
の
昨
夜
の
雨
に
懲
り
に
け
む
か
も
三
も

の
題
詞
に
「
大
伴
女
郎
歌
一
首
」
と
あ
り
、
そ
の
下
に
、
「
今
城
王
之
母
也
今
城

王
後
賜
大
原
真
人
氏
也
」
の
十
七
文
字
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
試
み
に
校
本
万

葉
集
を
ひ
も
と
け
ば
、
元
暦
校
本
を
は
じ
め
、
諸
古
写
本
に
同
様
な
書
入
れ
が

あ
る
。
た
だ
し
、
一
般
に
書
入
れ
は
平
安
時
代
、
万
葉
集
の
書
写
が
行
な
わ
れ

た
間
に
生
じ
た
も
の
が
多
い
の
で
、
そ
の
書
入
れ
も
信
否
の
ほ
ど
が
考
慮
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
も
し
信
ず
る
な
ら
ば
、
大
原
真
人
今
城
は
今
城
王
と
同
一
人

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
心

以
上
を
通
し
て
、
佃
大
原
真
人
は
門
部
王
で
あ
り
、
②
大
原
真
人
赤
麻
呂
は

忍
坂
王
で
あ
り
、
⑧
大
原
真
人
高
安
は
高
安
王
で
あ
り
、
側
大
原
真
人
桜
井
は

桜
井
王
で
あ
り
、
⑤
大
原
真
人
今
城
は
今
城
王
か
？
で
あ
っ
て
、
五
人
の
大
原

真
人
が
各
別
人
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
上
代
の
氏
の
名
に
は
、
玉
造
氏
の
よ
う

に
特
定
の
仕
事
か
ら
く
る
氏
の
名
も
あ
る
が
、
ま
た
、
蘇
我
氏
、
巨
勢
氏
の
よ

う
に
地
名
か
ら
く
る
氏
の
名
も
多
い
。
大
原
氏
は
、
藤
原
夫
人
の
生
地
の
大
和

国
高
市
郡
の
大
原
で
、
地
名
か
ら
く
る
氏
の
名
で
あ
る
。

次
に
大
原
真
人
今
城
が
今
城
王
と
同
一
人
で
あ
る
か
、
ど
う
か
に
つ
い
て
検

討
し
よ
う
。
ま
ず
、
今
城
王
の
父
母
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
今

城
王
の
母
が
大
伴
女
郎
な
ら
ば
、
父
は
天
武
天
皇
の
皇
子
、
穂
積
皇
子
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
大
伴
郎
女
の
和
ふ
る
歌
四
首
三
三
’
三
Ｏ
の
左
註
に
、
「
右
、

郎
女
は
佐
保
大
納
言
卿
の
女
な
り
。
初
め
一
品
穂
積
皇
子
に
嫁
し
、
寵
せ
ら
る

る
こ
と
濤
な
し
。
皇
子
蕊
ぜ
し
後
、
藤
原
麻
呂
大
夫
、
こ
の
郎
女
を
鰐
へ
り
。

郎
女
坂
上
の
里
に
家
す
。
よ
り
て
族
氏
号
け
て
坂
上
郎
女
と
日
へ
り
。
」
と
あ
る

の
に
よ
っ
て
明
き
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
大
伴
郎
女
は
一
般
に
大
伴
坂
上
郎
女

と
呼
ば
れ
て
、
万
葉
集
女
流
作
家
中
、
第
一
の
多
作
家
で
あ
り
、
歌
作
の
力
量

に
も
秀
で
て
い
る
。
坂
上
郎
女
は
大
伴
安
麿
を
父
、
旅
人
を
同
母
兄
と
し
、

（
母
は
石
川
内
命
婦
）
穂
積
皇
子
・
藤
原
麻
呂
・
藤
原
宿
奈
麻
呂
と
三
回
結
婚
し

て
い
る
。
そ
し
て
三
人
の
子
を
得
た
が
、
そ
の
中
の
一
人
に
家
持
の
正
妻
に
な

っ
た
坂
上
大
嬢
が
い
る
。

次
に
今
城
王
の
父
、
穂
積
皇
子
に
関
す
る
歌
中
、
最
も
有
名
な
も
の
を
一
首

掲げる。
穂
積
親
王
の
御
調
一
首

家
に
あ
る
櫃
に
鎖
刺
し
蔵
め
て
し
恋
の
奴
の
つ
か
み
か
か
り
て
（
一
六
宍
）

右
の
歌
一
首
は
、
穂
積
親
王
、
宴
飲
の
日
、
酒
酎
な
る
時
、
好
み
て
斯
の
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めで

歌
を
調
し
て
、
以
て
恒
の
賞
と
為
せ
り
き
。

以
上
に
よ
っ
て
今
城
王
が
、
歌
の
中
に
生
れ
、
そ
の
雰
朋
気
の
中
で
生
長
し

た
こ
と
が
判
る
。
な
お
、
（
天
宍
）
の
歌
を
父
穂
積
皇
子
が
好
く
舗
し
た
こ
と

は
、
他
の
古
歌
も
諭
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
今
城
王
も
そ
れ
を
聞
く
機
会
も
多

か
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
今
城
王
の
歌
は
万
葉
集
に
一
首
も
所
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
名
は
見

え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
高
田
女
王
の
今
城
王
に
贈
れ
る
歌
六
首
」
（
三
毛
Ｉ
壼
一
）
の

題
詞
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
題
詞
と
高
田
女
王
の
歌
と
に
よ
っ
て
察
す
る

に
、
両
人
は
ひ
じ
よ
う
に
相
思
想
愛
の
仲
だ
っ
た
ら
し
い
。
問
題
は
高
田
女
王

が
こ
れ
ら
の
歌
を
贈
っ
た
年
代
で
あ
る
が
、
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
巻
四

の
、
「
神
亀
元
年
甲
子
冬
十
月
、
紀
伊
国
に
幸
せ
る
時
、
従
駕
の
人
に
贈
ら
む

為
、
娘
子
に
銚
へ
ら
れ
て
作
れ
る
歌
一
首
井
に
短
歌
、
笠
朝
臣
金
村
」
（
量
一
丁

壼
吾
の
す
ぐ
前
に
あ
る
所
か
ら
見
て
、
神
亀
元
年
か
、
そ
の
直
前
の
歌
と
見

て
よ
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
神
亀
元
年
前
後
に
今
城
王
の
若
い
日
が
あ
っ
た

のである。

次
に
大
原
真
人
今
城
を
検
討
し
よ
う
。
今
城
の
歌
で
、
万
葉
集
中
の
初
見
は

前
述
の
「
秋
さ
れ
ば
春
日
の
山
の
黄
葉
見
る
寧
楽
の
京
師
の
荒
る
ら
く
惜
し

も
’
一
（
一
吉
召
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
配
列
が
年
代
順
で
、
家
持
の
編
纂
と
い
わ

れ
る
巻
八
に
所
載
さ
れ
、
こ
の
歌
の
前
に
「
大
伴
宿
禰
家
持
の
鹿
鳴
の
歌
二
首
」

が
あ
り
、
そ
の
左
註
に
「
右
の
二
首
は
天
平
十
五
年
癸
未
八
月
十
六
日
の
作
」

とあるのによって、今城の歌は、天平十五年伽）八月十五日以後

の
作
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
お
、
歌
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
に
、
今
城

の
本
意
は
「
寧
楽
の
京
師
の
荒
る
ら
く
惜
し
も
」
に
あ
る
。
題
詞
で
は
「
寧

楽
故
郷
」
と
称
し
て
い
る
。
故
郷
と
は
旧
都
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
和
銅
三
年

師）以来、天平十二年河）の恭仁京遷都まで、都であった寧楽

京
を
指
し
て
い
る
。
今
城
の
歌
か
ら
察
す
る
と
、
寧
楽
京
の
盛
時
を
体
験
し
た

人
の
、
さ
び
れ
ゆ
く
も
の
に
対
す
る
、
そ
こ
は
か
と
な
い
悲
哀
感
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
。
一
首
の
意
は
、
寧
楽
に
都
の
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
秋
と
も
な
れ
ば
春
日

の
山
が
黄
葉
す
る
の
を
見
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
は
寧
楽
京
も
廃
都
と
な
っ

て
、
荒
れ
て
ゆ
く
。
う
ら
さ
び
し
い
も
の
よ
、
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
秋
さ
れ

ば
春
日
の
山
の
黄
葉
見
る
」
に
無
限
の
深
い
感
慨
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
を

見るのである。次の歌は十余年経た天平勝宝七年侭）五月九日兵

部
少
輔
大
伴
宿
禰
家
持
の
宅
に
集
飲
せ
る
歌
四
首
の
中
に
見
ら
れ
る
。
「
我
が
兄

子
が
宿
の
な
で
し
こ
日
竝
べ
て
雨
は
降
れ
ど
も
色
も
変
ら
ず
，
一
（
畠
里
）
、
「
我
が

兄
子
が
宿
な
る
萩
の
花
咲
か
む
秋
の
ゆ
ふ
べ
は
我
を
偲
ば
せ
」
（
麗
圏
）
、
で
あ

る
。
ま
た
、
同
年
十
一
月
二
十
三
日
、
大
伴
宿
禰
池
主
が
宅
の
飲
宴
の
席
上
、

次
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
「
初
雪
は
千
重
に
降
り
し
け
恋
し
く
の
多
か
る
吾
は
見

つ
つ
偲
ば
む
」
（
農
芸
）
、
「
奥
山
の
横
が
花
の
名
の
如
や
し
く
し
く
君
に
恋
ひ
わ

た
り
な
む
」
（
麗
美
）
。
な
お
、
こ
の
時
今
城
は
兵
部
大
丞
で
あ
っ
た
。

次に今城の歌を見得るのは、天平宝字二年盆）二月中臣清麿朝

臣
の
宅
の
宴
席
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
で
に
治
部
少
輔
に
昇
進
し
て
い
た
今
城

で
あ
っ
た
。
「
怨
め
し
く
君
は
も
あ
る
か
宿
の
梅
の
散
り
過
ぐ
る
ま
で
見
し
め
ず

あ
り
け
る
」
（
患
突
）
、
「
磯
の
う
ら
に
常
喚
び
来
棲
む
鴛
講
の
惜
し
き
我
が
身

は
君
が
ま
に
ま
に
」
（
豐
霊
）
。
な
お
こ
の
宴
席
に
列
し
た
人
々
は
、
今
城
の
他

に
、
主
人
清
麿
、
家
持
、
治
部
大
輔
市
原
王
、
大
蔵
大
輔
甘
南
備
伊
香
真
人
等

で
あ
っ
た
。
こ
の
日
の
宴
席
は
よ
ほ
ど
、
興
が
の
っ
た
と
見
え
て
、
宴
た
け
な

わ
に
な
る
に
及
ん
で
、
「
興
に
依
り
て
各
高
円
離
宮
処
を
偲
び
て
作
れ
る
歌
五

首
」
（
豐
実
ｌ
豐
一
ｅ
、
「
山
斎
に
属
目
し
て
作
れ
る
歌
三
首
」
を
一
行
は
詠
ん
で

い
る
。
今
城
も
高
円
離
宮
処
を
偲
ん
で
歌
を
作
っ
た
。
「
高
円
の
峯
の
上
の
宮
は

荒
れ
ぬ
と
も
立
た
し
し
君
の
御
名
忘
れ
め
や
」
（
豐
宅
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
立
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た
し
し
君
」
と
は
聖
武
天
皇
の
こ
と
で
あ
る
。
聖
武
天
皇
崩
御
後
十
年
の
天
平

宝
字
二
年
に
、
ひ
と
し
お
聖
武
天
皇
の
華
や
か
な
御
代
が
思
い
お
こ
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
深
い
感
慨
の
こ
も
っ
た
歌
で
あ
る
。
万
葉
集
に
所
載
さ
れ

た
今
城
の
歌
は
以
上
の
八
首
で
あ
る
。
個
々
の
歌
を
見
る
と
、
作
歌
者
と
し
て

は
、
才
智
や
博
識
が
先
走
っ
て
手
先
の
技
巧
に
終
始
し
て
お
り
、
平
凡
で
あ

る
。
た
だ
し
、
「
寧
楽
の
故
郷
」
を
詠
ん
だ
歌
と
「
高
円
宮
処
」
を
偲
ん
で
作
っ

た
歌
に
は
、
何
か
人
の
心
に
つ
よ
く
訴
え
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
旧
都

に
取
材
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

今
城
は
歌
人
と
し
て
は
凡
で
あ
っ
た
が
、
伝
謂
者
と
し
て
は
非
凡
で
あ
っ

た
。
万
葉
集
巻
二
十
に
は
、
彼
自
身
の
伝
調
に
な
る
歌
が
十
首
見
え
る
。
そ
し

て
、
ど
の
歌
も
伝
調
し
た
時
日
が
判
明
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
歌
の
題
詞

と
左
註
の
み
を
提
示
し
て
み
よ
う
。
１
、
「
昔
年
相
替
り
し
防
人
の
歌
一
首
」

（
塁
昊
）
、
２
、
「
先
の
太
上
天
皇
の
御
製
の
霞
公
烏
の
歌
一
首
（
患
一
毛
）
３
、

「
薩
妙
観
、
詔
に
応
じ
て
和
へ
奉
れ
る
歌
一
首
」
（
患
一
六
）
、
４
、
「
冬
の
日
、
靱
負

の
御
井
に
幸
し
し
時
、
内
命
婦
石
川
朝
臣
、
詔
に
応
じ
て
雪
を
賦
す
る
歌
一

首
」
（
畠
一
元
）
。
左
註
ｌ
「
右
件
の
四
首
は
、
上
総
国
大
橡
正
六
位
上
大
原
真
人
今

城
伝
謂
云
爾
。
年
月
い
ま
だ
詳
な
ら
ず
」
最
後
に
「
年
月
い
ま
だ
詳
な
ら
ず
」
と

あ
る
が
、
こ
れ
は
後
人
の
書
入
れ
で
、
前
後
か
ら
見
て
、
患
里
の
次
に
所
載
さ
れ

た
「
五
月
九
日
、
兵
部
少
輔
大
伴
宿
禰
家
持
の
宅
に
集
飲
せ
る
歌
四
首
」
と
同

時
に
行
な
わ
れ
た
ら
し
い
。
な
お
、
先
の
太
上
天
皇
と
は
元
正
天
皇
の
こ
と
。

天
武
天
皇
皇
子
日
並
皇
子
を
父
と
し
、
母
は
持
統
天
皇
。
薩
妙
観
は
、
続
紀
に

よ
る
と
、
元
正
天
皇
と
ゆ
か
り
の
あ
る
婦
人
。
内
命
婦
石
川
朝
臣
は
、
大
伴
安

麿
の
妻
で
、
大
伴
女
郎
の
母
。
し
た
が
っ
て
今
城
王
の
祖
母
に
あ
た
る
。
つ
い

で
今
城
の
伝
謂
は
、
翌
天
平
勝
宝
八
年
十
一
月
二
十
三
日
に
大
伴
池
主
の
宅
で

飲
宴
し
て
、
５
「
智
努
女
王
の
卒
り
し
後
、
円
方
女
王
の
悲
し
み
傷
み
て
作
れ

る
歌
一
首
-
一
（
圏
轌
）
、
６
、
「
大
原
桜
井
真
人
、
佐
保
川
の
辺
を
行
き
し
時
作
れ
る

歌一首「（圏汽）、７，８、「藤原夫人の歌二首」（畠尭・囲合）「右件の四

首
、
伝
へ
読
み
し
は
兵
部
大
丞
大
原
今
城
」
で
あ
る
。
円
方
女
王
と
は
、
天
武

天
皇
の
孫
の
長
屋
王
の
女
。
大
原
桜
井
真
人
は
桜
井
王
の
こ
と
で
、
河
内
王
の

子
。
す
な
わ
ち
、
天
武
天
皇
の
孫
あ
た
る
。
さ
ら
に
藤
原
夫
人
は
天
武
天
皇
の

夫
人
で
あ
る
。
な
お
、
今
城
は
、
天
宝
勝
宝
九
年
三
月
四
日
、
自
宅
で
宴
を
張

り
、
９
播
磨
介
藤
原
執
弓
が
任
に
赴
く
と
き
別
れ
を
悲
し
ん
で
作
っ
た
歌
を
伝

調
し
て
い
る
。
（
麗
全
）

以
上
、
伝
謂
者
と
し
て
の
大
原
今
城
を
検
討
し
て
き
た
が
、
彼
の
伝
調
し
た

歌
九
首
中
、
１
と
９
を
除
く
七
首
は
、
天
武
天
皇
に
関
係
の
あ
る
人
々
の
歌
で

ある。以
上
検
討
し
て
来
た
今
城
王
と
、
大
原
今
城
と
を
次
の
五
点
よ
り
、
さ
ら
に

検討したい。

①
今
城
王
の
歌
が
万
葉
集
に
所
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
か
。

②
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
今
城
王
と
相
思
想
愛
の
間
が
ら
の
高
田
女
王
の
歌

が
、
家
持
関
係
の
歌
を
多
く
集
め
て
あ
る
巻
に
所
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ど
う
い
う
訳
か
。

③
大
原
今
城
が
巻
八
で
「
寧
楽
の
故
郷
」
を
深
い
感
慨
を
も
っ
て
偲
ん
で
い

る
の
は
何
を
意
味
す
る
か
。

倒
歌
作
者
と
し
て
は
、
平
凡
な
大
原
今
城
が
、
伝
調
者
と
し
て
、
あ
れ
ほ
ど

の
力
量
を
示
し
た
の
は
何
故
か
。

⑤
大
原
今
城
の
伝
謂
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
、
天
武
天
皇
に
関
係
が
あ
る
の
は
何

故か。

私
は
今
城
王
と
大
原
真
人
今
城
と
が
同
一
人
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
す
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な
わ
ち
、
今
城
王
は
大
原
真
人
の
前
身
で
あ
り
、
大
原
真
人
今
城
は
今
城
王
の

後
半
生
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
天
武
天
皇
の
孫
に
あ
た
る
今
城
王
ゆ
え
、
後

年
大
原
真
人
今
城
と
な
っ
て
伝
調
し
た
歌
も
自
然
、
天
武
天
皇
関
係
の
も
の
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
都
合
の
よ
い
こ
と
に
は
、
父
穂
積
皇
子
は
酒
に
酔

え
ば
（
昊
天
）
の
戯
歌
を
好
調
す
る
よ
う
な
人
で
あ
り
、
母
は
名
負
う
才
女
大

伴
郎
女
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
後
年
の
大
原
今
城
の
非
凡
な
る
才
能
は
、
環
境

に
よ
っ
て
培
か
わ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
先
天
的
に
穂
積
皇

子
の
博
覧
強
記
の
み
を
嗣
い
で
、
母
の
歌
才
は
嗣
が
な
か
っ
た
と
見
え
る
。
ゆ

え
に
高
田
女
王
と
何
十
首
、
何
百
首
の
相
聞
歌
を
贈
答
し
た
で
あ
ろ
う
に
、
家

持
が
関
係
者
の
歌
を
編
纂
す
る
と
き
、
巻
四
に
所
載
し
う
る
今
城
王
の
歌
は
一

首
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
高
田
女
王
が
今
城
王
に
贈
っ
た
六
首
の
歌
を
記

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
若
き
日
に
歌
才
の
な
か
っ
た
今
城
王
は
大
原
真
人
今
城
と

な
っ
た
後
の
日
に
も
、
秀
れ
た
歌
は
作
り
え
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
博
覧
強

記
に
物
を
い
わ
せ
て
、
天
平
歌
壇
の
風
潮
で
あ
る
柔
軟
な
技
巧
調
に
乗
じ
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
今
城
王
と
大
原
真
人
今
城
と
が
同
一
人
と
す
る
私
見
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
既
述
の
五
人
の
大
原
真
人
が
み
な
、
皇
族
出
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼

ら
の
大
原
と
い
う
氏
も
、
そ
の
邸
宅
が
大
和
国
高
市
郡
の
大
原
に
あ
っ
た
た
め

であろう。

今
城
王
の
母
が
大
伴
郎
女
で
あ
れ
ば
、
大
伴
郎
女
を
叔
母
と
す
る
家
持
と
は

従
兄
弟
に
あ
た
る
。
こ
と
に
家
持
の
正
妻
坂
上
大
嬢
は
大
伴
郎
女
の
子
ゆ
え
、

今
城
王
は
坂
上
大
嬢
の
同
母
兄
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
家
持
が
後
に
歌

集
を
編
纂
す
る
時
、
自
分
の
編
集
し
た
巻
四
・
巻
八
・
巻
二
十
に
、
従
兄
弟
の

五
、
大
伴
家
持
と
大
原
今
城
ｌ
編
纂
者
と
蒐
集
者
と
Ｉ

今
城
王
、
後
の
大
原
今
城
の
名
を
、
ま
た
、
そ
の
歌
を
所
載
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
今
城
の
歌
の
あ
る
処
、
必
ず
家
持
の
歌
が
あ
り
、
今
城
の
伝
調
歌
の
あ

る
処
、
必
ず
、
家
持
も
列
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
、
家
持
が
都
で
詠
ん
だ

万
葉
集
所
載
の
最
後
の
歌
は
、
大
原
今
城
の
家
で
催
さ
れ
た
家
持
送
別
の
席
で

作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
天
平
宝
字
二
年
）
七
月
五
日
、
治
部
少
輔
大
原
今
城
真
人
宅
に
て
、
因
幡

守
大
伴
家
持
を
鏡
す
る
宴
の
歌
一
首

秋
風
の
す
ゑ
吹
き
扉
く
萩
の
花
と
も
に
挿
頭
さ
ず
相
か
別
れ
む
。
（
窒
三
）

右
の
一
首
は
、
大
伴
宿
臓
家
持
之
を
作
る
。

が
そ
れ
で
あ
る
。

なお、平天宝字二年娩）以後の家持と今城との関係について一

言
し
た
い
。
続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
、
家
持
は
「
神
護
景
雲
元
年
八
月
丙
午
、
従

五
位
上
大
伴
宿
禰
家
持
為
太
宰
少
弐
」
と
あ
り
、
前
任
薩
摩
守
か
ら
大
宰
少
弐

に
左
遷
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
今
城
も
「
宝
亀
二
年
閏
三
月
戊
子
朔
乙
卯
、
無

位
大
原
真
人
今
城
、
復
本
位
従
五
位
上
」
と
あ
る
が
、
「
復
本
位
」
と
は
何
を
意
味

するか。これは今城が従五位上に昇進したのが天平宝字八年掴）

正月乙巳であったから、天平宝字八年から宝亀二年命）までの七

年
間
に
、
位
を
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

思
う
に
、
家
持
の
左
遷
も
、
今
城
の
位
剥
奪
も
、
天
平
宝
字
八
年
九
月
上
巳

の
恵
美
押
勝
の
乱
に
加
担
し
た
疑
を
か
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時

に
、
大
伴
氏
に
昔
日
の
武
の
統
領
と
し
て
の
偲
な
く
、
既
に
一
門
の
大
伴
池

主
、
大
伴
古
慈
悲
、
大
伴
駿
河
麻
呂
は
天
平
宝
字
元
年
の
橘
奈
良
麿
謀
叛
の

折
、
加
担
の
か
ど
で
斬
罪
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
若
い
日
か
ら
、
従
兄
弟
と

し
て
親
し
み
合
っ
て
き
た
家
持
と
今
城
と
は
ど
こ
ま
で
も
運
命
を
と
も
に
し
た

のであろう。
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最
後
に
、
万
葉
集
巻
第
十
四
の
編
纂
者
と
し
て
の
大
伴
家
持
と
、
蒐
集
者

と
し
て
の
大
原
今
城
と
の
関
係
を
の
べ
る
。

大
伴
家
持
が
東
国
民
謡
に
興
味
を
も
ち
は
じ
め
た
の
は
、
天
平
勝
宝
七
年
防

人
歌
を
蒐
集
し
た
時
以
来
で
、
（
巻
第
二
十
の
豐
三
ｌ
空
一
三
、
空
三
ｌ
豐
尭
、

窒
奎
ｌ
豐
茜
、
畠
ｇ
ｌ
患
宅
、
圀
三
１
塁
三
）
東
国
人
の
現
実
肯
定
の
人
間
性

の
運
し
さ
と
、
そ
れ
を
表
現
す
る
東
国
方
言
に
心
魅
か
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

さて、天平勝宝七年危）の防人も無事に筑紫へ送り届け、三月三

日
に
は
防
人
を
検
校
し
た
勅
使
紫
微
大
弼
安
倍
沙
美
麿
朝
臣
な
ら
び
に
兵
部
使

人
を
招
き
、
と
も
に
飲
宴
し
て
、
防
人
関
係
の
仕
事
も
一
応
、
き
り
が
つ
い
た

の
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
同
年
五
月
九
日
、
自
宅
で
集
飲
し
た
時
、
大
原
今
城

は
「
昔
年
相
替
り
し
防
人
歌
一
首
」
（
患
昊
）
と
、
か
っ
て
朝
集
使
と
し
て
上

総
国
へ
下
っ
た
折
、
郡
司
の
妻
女
ら
が
霞
し
て
く
れ
た
歌
二
首
（
麗
皀
、
患
堅
）

と
を
伝
調
披
露
し
た
の
で
あ
る
。
今
城
の
強
記
ぶ
り
は
家
持
も
よ
く
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
恐
ら
く
東
国
の
歌
を
伝
調
す
る
今
城
の
こ
と
が
、
家
持
の
胸
を
去

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
遂
に
好
機
到
来
し
た
。
天
平
宝
字
七
年
四
月
丁

亥
に
、
大
原
今
城
は
上
野
守
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
家

持
は
今
城
の
赴
任
に
当
り
、
家
持
自
身
の
東
国
人
の
歌
に
対
す
る
所
感
を
陳

べ
、
そ
の
民
謡
蒐
集
を
依
頼
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
今
城
の
上
野

守
赴
任
の
折
、
家
持
が
在
京
し
て
い
た
こ
と
は
、
続
日
本
紀
に
「
（
天
平
宝
字
）

六
年
正
月
戌
子
、
為
信
部
大
輔
、
八
年
正
月
巳
未
、
為
薩
摩
守
」
と
あ
る
の
に

よ
り
確
実
で
あ
る
。

こ
う
し
て
家
持
よ
り
東
国
民
謡
の
蒐
集
を
依
頼
さ
れ
た
今
城
は
任
地
上
野
に

下
っ
た
の
で
あ
る
。
巻
第
十
四
所
載
の
国
名
判
明
歌
中
、
上
野
国
の
そ
れ
は
二

十
二
首
で
最
も
多
く
、
そ
の
表
現
に
お
い
て
も
枕
詞
や
比
哺
を
用
い
、
ま
た
上

野
国
に
生
い
そ
だ
つ
植
物
に
た
と
え
て
、
東
国
人
の
想
い
を
解
放
的
に
う
た
つ

て
い
る
。
ど
の
歌
も
例
外
な
く
、
地
名
が
冠
し
て
あ
り
、
巻
十
四
中
で
は
、
一

番
、
民
謡
性
を
含
有
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
司
大
原
今
城
の
蒐
集

に
よ
る
た
め
と
い
え
よ
う
。
ま
た
上
野
国
は
上
国
で
あ
る
。
そ
の
国
守
の
権
力

と
財
力
と
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
上
野
国
に
行
な
わ
れ
て
い
る
東
国
民
謡
だ
け
で

な
く
、
東
国
全
般
に
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
も
蒐
集
し
え
た
で
あ
ろ
う
と
思

う
。
こ
の
大
原
今
城
の
上
野
守
と
し
て
の
上
野
国
在
任
は
次
の
国
守
上
毛
野
馬

長
の
任
ぜ
ら
れ
た
天
平
宝
字
八
年
十
月
ま
で
の
、
一
年
有
半
で
あ
っ
た
。

以
上
に
よ
っ
て
、
万
葉
集
巻
第
十
四
の
蒐
集
者
は
大
原
今
城
と
推
定
す
る
の

で
あ
る
。
（
一
九
六
三
・
六
・
二
）

今云

市
村
宏
氏

中
西
進
氏

日

時

場

所
昭
和
三
十
八
年
度
研
究
発
表
大
会

十
月
十
二
日
（
土
）
・
十
三
日
（
日
）

東
洋
大
学

員

消

息

「
万
葉
集
考
」
に
よ
り
文
学
博
士
の
学
位
取
得
さ
る

「
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
」
（
桜
楓
社
）
を
刊
行
さ
る


